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浜 町 商 事 株 式 会 社

左 大 腿 部 骨 折

志 賀 高 原 ス キ ー 場 に て 転 倒 負 傷

東 京 の 病 院 で 手 術 を 受 け る た め

1

緊 急 に 手 術 を 受 け る た め

該 当 せ ず 本 人

左大腿部骨折 平 成 16 年 1 月 　4 日

1

上記傷病のため、緊急に手術を必要としたが
当医院に設備が無いため移送が必要であった

長野県志賀高原町×××

高原医院
山田太郎

必ず証明を受ける

印


